
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

○耐震化を促進するための課題として，住宅・建物所有者の耐震化への取組の阻害要因 

耐震化の阻害要因 耐震診断・耐震改修を実施しない理由 

広 島 県 耐 震 改 修 促 進 計 画 の 概 要 

耐 震 化 の 阻 害 要 因 

住 宅 ・ 建 築 物 の 耐 震 化 を 促 進 す る た め の 施 策 
○住宅・建築物所有者が地震に対する耐震化の対策を自らの問題，地域の問題として捉え，自発的に

耐震化へ取り組めるように，住宅・建築物の耐震化促進に向けた施策 

地震の危険性や切迫性の認識が不足

耐震化の費用負担が大きい 

耐震化の情報が不足 

相談できる身近な専門家の不在 

地震の発生やその被害に対する認識不足(31%) 

地震で危険な地域の情報を望む(36%) 

改修資金など条件が整えば改修を実施したい(66%) 

耐震化の費用負担を望む(73%) 

耐震診断・改修の相談窓口を望む(29%) 

耐震改修促進税制などの優遇措置の認知度(7%) 

耐震診断・改修の技術者の紹介を望む(29%) 

耐震改修工事内容に不安を感じている(28%) 

基本方針 

安心して耐震診断・改修が行える取組

耐震診断・改修を担う人材育成，技術

力向上を図る取組 

地震に対する危険性を認知できる取組

対策の内容 

耐震診断・改修の相談体制の整備，情報提供の充実 

耐震診断・改修の支援制度の検討・普及 

地震防災マップの作成・公表 

地震防災の情報提供の充実 

耐震診断・改修の講習会の開催 

耐震改修の工法の普及 

県の具体的な施策展開 

 
 
 

全市町において耐震化への取組を促進させるた

め市町の耐震改修促進計画の策定を促進 

県有施設については，防災

拠点となる施設等の機能確

保を図るため，耐震化の優

先順位を付け，順次耐震化

を進めていく 

市町の具体的な施策展開 

 
 
 

耐震化を促進するため市町の耐震改修促進計画の

策定 

耐震診断・改修の相談窓口の設置 

耐震診断・改修に関するパンフレットの配布，セミナーの開催 

耐震診断・改修の補助制度・融資制度の検討・普及 

地震防災マップの作成・公表の実施 

耐震診断・改修の技術講習会の開催，技術者の登録・紹介 

耐震改修の工法の普及 等 

 

 

広 島 県 内 で 想 定 さ れ る 地 震 被 害 状 況 

住 宅 ・ 建 築 物 の 耐 震 化 の 目 標 設 定 

○広島県内で想定される地震及びその被害状況 
全壊棟数 

想定地震 
気象庁ﾏ

ｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 木造 非木造 計 

東南海・南海地震 8.5 18 0 19

己斐断層による地震 6.5 10,715 867 11,582

五日市断層による地震 7.0 23,438 1,677 25,115

岩国断層帯による地震 7.6 11,530 1,002 12,532

中央構造線（石鎚山脈北
縁）による地震 

8.0 1,132 97 1,229

中央構造線（石鎚山脈北縁
西部～伊予灘）による地震 

8.0 1,034 80 1,114

安芸灘～伊予灘の地震 7.25 1,463 93 1,556

※小数点以下を四捨五入のため，合計が合わない場合がある。 
※広島県地震防災戦略策定検討委員会での検討結果 

 

○中央防災会議で決定された地震防災戦略（平成17年3月）や建築物の耐震化緊急対策方針（平成
17年9月）において，10年後に死者数及び経済被害額を被害想定から半減させるという目標の達成
のための最も重要な課題が建築物の耐震化とされた。また，国土交通省の住宅・建築物の地震防災
推進会議の提言（平成17年6月）を受け，耐震改修促進法が改正（平成18年1月施行）され，国の基
本方針において，住宅及び多数の者が利用する建築物（学校，病院，百貨店，事務所など）の現状
の耐震化率75％を平成27年までに少なくとも９割にするという目標設定がなされた。 

 
○広島県内で想定される地震による建物被害を半減させる観点から広島県の住宅及び多数の者が利

用する建築物の耐震化の目標を平成 27 年度までに 90％と設定 
 
○県有施設については，平成 19 年度に設置する（仮称）広島県地震防災戦略推進本部にて，耐震化

実施方針を検討する。 

住宅 
 

（木造戸建住宅・ 
共同住宅等） 

多数の者が利
用する建築物 

（学校，病院，百貨
店等一定規模以

上の建築物） 

県有施設 

現状の耐震化率 

住宅 

72％ 

多数の者が利用する建築物 

80％ 

多数の者が利用する建築物
に該当する県有施設 

昭和 56 年以前建設の

587 棟の内，212 棟に耐

震性不足の可能性あり 

耐震化の目標 

 
 

住宅 

90％ 

県有施設 

耐震化を順次行う上で，耐

震化の優先順位を付け，

個別具体的に用途・機能

別に耐震化を進めていく

多数の者が利用する建築物

90％ 

国の基本方針 

住宅・多数の者が利用する建築物 

の耐震化の目標９割 

広島県内で想定される

地震による建物被害を

半減させる 

 
五日市断層による地震の震度分布 


